
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
生理学的に許容可能な媒体中に、
－　少なくとも１種の

揮発性の炭化水素系油と、
－　少なくとも１種の 官能化合成ロウとの
組合せを含有することを特徴とするメークアップ用又は手入れ用の耐移り性 組成物。
【請求項２】

揮発性の炭化水素系油がイソドデカン (２ ,２ ,４ ,４ ,６ -ペンタメチルヘプタン )であ
ることを特徴とする請求項 に記載の耐移り性 組成物。
【請求項３】

揮発性の炭化水素系油が、組成物の全重量に対して５～９０重量％、好ましくは５～
８０重量％、さらには１０～６０重量％であることを特徴とする請求項１ に記載の
耐移り性 組成物。
【請求項４】
官能化合成ロウが、組成物の全重量に対して５～３０重量％、好ましくは８～２０重量％
であることを特徴とする請求項１ないし のいずれか１項に記載の耐移り性 組成物。
【請求項５】
官能化合成ロウ以外に、動物、植物又は合成由来の一又は複数のロウをさらに含有するこ
とを特徴とする請求項１ないし のいずれか１項に記載の耐移り性 組成物。
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Ｃ８ - １ ６ イソパラフィン又はＣ８ - １ ６ イソパラフィンの混合物か
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【請求項６】
揮発性の炭化水素系油以外に、一又は複数の揮発性溶媒をさらに含有することを特徴

とする請求項１ないし のいずれか１項に記載の耐移り性 組成物。
【請求項７】
２重量％以下の量であってもよいシリコーンガムをさらに含有することを特徴とする請求
項１ないし のいずれか１項に記載の耐移り性 組成物。
【請求項８】
組成物の全重量に対して５～６０重量％の範囲の量であってもよい、植物、動物、鉱物又
は合成由来の少なくとも１種の非揮発性油をさらに含有することを特徴とする請求項１な
いし のいずれか１項に記載の耐移り性 組成物。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、揮発性の炭化水素系油と官能化合成ロウを組合せて含有する、皮膚、ケラチン
繊維（睫毛、眉毛又は毛髪）又は唇をメークアップ又は手入れするための耐移り性組成物
、皮膚、ケラチン繊維又は唇をメークアップ又は手入れするための組成物に耐移り性を付
与するための、該組合せの使用、並びにこのようなメークアップ用又は手入れ用耐移り性
組成物の製造方法に関する。
【０００２】
【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】
いわゆる「耐移り性」を有するメークアップ用又は手入れ用製品の開発は、現在、多くの
化粧品研究における主題となっている。これらの製品、例えばファンデーション、口紅、
アイシャドウ又はフェイスパウダーは、一度皮膚又は唇に適用されれば、（例えば、グラ
ス、カップ、タバコ又は衣類等の）それらが接触し得る面にあまり付着しないということ
で差別化される。
【０００３】
適用された化粧品の移りを防止する第１のアプローチは、非付着性を有することで知られ
る、例えばフッ化物質又はシリコーン物質のような物質の層でそれらを被覆することから
なる。しかしながら、この種の調製物は、化粧品に使用するにはあまり適切ではない欠点
を有する。例えば、口紅の皮膜が油っぽくなり、唇及び瞼に隣接する皮膚に移動する傾向
がある。
耐移り性製品を得るための他の可能性は、揮発性の出発物質と組合せて、シリコーンポリ
マー又は樹脂を使用することからなり、揮発性の出発物質が、蒸発後に、他の表面への耐
移り性のある不活性な膜を残す。使用される揮発性の出発物質は、例えば非常に低粘度（
３センチストーク未満）の環状シリコーン又はイソパラフィンである。
【０００４】
これらメークアップ製品を固体状にするために、そこに硬化化合物、例えばロウを添加す
る必要がある。しかしそうすると、ロウと揮発性物質との相容性及び／又は機械的安定性
に問題が生じる。特にロウの含有量が少ないと、棒状体は十分な硬度を有さず、安定性の
問題又は使用中の問題を引き起こすおそれがある。単に硬化ロウの割合を増加させても、
適用するのが不快になる、製品の化粧品特性の低下が一般的に起こるので、これらの問題
は解決しない。
【０００５】
【課題を解決するための手段及び発明の実施の形態】
本発明の目的は、耐移り性の固体状化粧品におけるこれらロウの割合を制限し、不相容性
の問題を回避することができるように、十分に硬化させることのできるロウ、すなわち最
大のゲル化力を有するロウを見出すことにある。
また、移り性の問題は有色又は無色の活性剤を含有するスキンケア又は皮膚のトリートメ
ント用の製品においても存在する。
【０００６】
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本出願人は、予期しないことに、特定の融点範囲と特定の溶解パラメータにより特徴付け
られる炭化水素系ロウという特定のカテゴリーのものにより上述した問題が解決されるこ
とを見出した。
クリーム状脱臭剤を調製する目的で、揮発性の液状シリコーンビヒクル、例えばシクロメ
チコーンをゲル化するためにそのようなロウを使用することは、国際特許公開第９７／１
７９４２号公報に記載されているが、この公報は固体状のイソパラフィン系の耐移り性製
品の製造には全く関係するのもではない。
【０００７】
よって、本発明の主題は、以下に定義する非常に特定の融点基準と溶解パラメータを満足
させる少なくとも１種の官能化合成ロウと、少なくとも１種の揮発性の炭化水素系油とを
含有する、皮膚、唇又はケラチン繊維のメークアップ用又は手入れ用の耐移り性化粧品組
成物にある。
【０００８】
また本発明の主題は、固体状の耐移り性化粧品組成物を得るために、揮発性の炭化水素系
油を含有する、皮膚、唇及びケラチン繊維のメークアップ用又は手入れ用組成物を硬化さ
せる、以下に記載する溶解パラメータ及び融点基準を満足させる合成ロウを使用すること
にある。
【０００９】
さらに本発明の他の主題は、以下の特性を有する合成ロウと揮発性の炭化水素系油を組合
せる、メークアップ用又は手入れ用で固体状の耐移り性組成物の調製方法にある。
【００１０】
またさらに本発明の主題は、皮膚、唇又はケラチン繊維が接触する面への、皮膚、唇又は
ケラチン繊維のメークアップ用又は手入れ用組成物の移動を低減させる方法にあり、該方
法は、以下に定義する合成ロウ及び炭化水素系油を組合せたものを該組成物に導入するこ
とからなる。
【００１１】
よって、本発明の固体状の耐移り性化粧品組成物は、脂肪相に：
－少なくとも１種の揮発性の炭化水素系油と、
－少なくとも１種の官能化合成ロウ、すなわち、以下の式：
１５．５０≦δｄ ≦１８．５０Ｊ１ ／ ２ ／ｃｍ－ ３ ／ ２ と
４．５０≦δａ ≦７．５０Ｊ１ ／ ２ ／ｃｍ－ ３ ／ ２ であって、
δａ ＝（δｐ

２ ＋δｈ
２ ）１ ／ ２ 、

となるハンセンの溶解パラメータ（δｄ 、δｐ 及びδｈ ）と、７５℃～１２０℃の融点を
有し、少なくとも１つのヒドロキシル又はカルボキシル官能基を担持するロウを含有する
。
【００１２】
本発明において、「揮発性油」という用語は、それが適用された支持体から、室温で蒸発
可能な油、言い換えれば室温で蒸気圧が測定可能な油を意味し、「揮発性の炭化水素系油
」という用語は、その骨格が水素と炭素のみを含有する油を意味する。
【００１３】
本発明で適切に使用される好ましい揮発性の炭化水素系油は、特にイソパラフィン、すな
わち８～１６の炭素原子を有する分枝状のアルカンである。言うまでもなく、これらのイ
ソパラフィンの混合物を使用することもできる。
本発明で好ましく使用される揮発性の炭化水素系油はイソドデカン、すなわち２，２，４
，４，６－ペンタメチルヘプタンである。
市販されているイソドデカンの例としては、プレスパース・インク（Ｐｒｅｓｐｅｒｓｅ
　Ｉｎｃ）よりペルメチル（Ｐｅｒｍｅｔｈｙｌ（登録商標））９９Ａの名称で販売され
ている製品を挙げることができる。
【００１４】
本発明のメークアップ用組成物のゲル化及び硬化に使用される官能化合成ロウは、少なく
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とも１つのヒドロキシル又はカルボキシル基を含有し、融点及びハンセンによる３次元の
溶解空間における溶解パラメータ（「３次元の溶解パラメータ」（Ｔｈｅ　ｔｈｒｅｅ－
ｄｉｍｅｎｓｉｏｎａｌ　ｓｏｌｕｂｉｌｉｔｙ　ｐａｒａｍｅｔｅｒｓ）、Ｊ．　Ｐａ
ｉｎｔ　Ｔｅｃｈｎｏｌ．３９、１０５頁（１９６７）］により定義されるものである。
合成ロウは、天然由来のロウとは異なり、一定の組成の生成物であり、脂肪アルコール又
は脂肪酸の含有量が一定であるといった利点を有する。
【００１５】
ハンセンに依れば、蒸発中の内部エネルギーの変化は、第１には水素結合（ｈ項）、第２
には二極性相互作用（ｐ項）及び第３には分散力（ｄ項）の３種のものが寄与した結果で
あると考えられている。
（Ｊ／ｃｍ３ ）１ ／ ２ と表され、蒸発中において化学種の単位容量当りの内部エネルギー
変化の平方根として定義される溶解パラメータδは、座標ベクトル（δｈ 、δｐ 及びδｄ

）として定義され、そのベクトルの大きさは、次の式：
δ２ ＝δｈ

２ ＋δｐ
２ ＋δｄ

２

により与えられる。
適切なロウの選択基準として本発明で使用されるパラメータδａ は次の等式：
δａ ＝（δｐ

２ ＋δｈ
２ ）１ ／ ２

により定義される。
【００１６】
本発明の合成ロウのゲル化力は、脂肪相、特にイソアルカン類とこれらロウ類との相容性
／不相容性現象と関連している。
４．５未満のδａ パラメータを有するロウは、イソアルカン類とほとんど相容性がなく、
従って十分なゲル化力及び構造化力を有さない。他方、７．５を越えるパラメータδａ は
、ロウとイソアルカン類との間に過度の不相容性があることを示し、脱混合化（ｄｅｍｉ
ｘｉｎｇ）及び不均質現象、及びおそらくは機械的安定性の欠如に現れる。
【００１７】
本発明の好ましい実施態様の一つにおいて、これらの選択基準を満足するロウは、以下の
化学式：
（１）　ＣＨ３ －（ＣＨ２ ）ｎ －ＣＨ２ ＯＨ
（上式中、ｎは１８～５８の範囲の整数である）
に相当する非常に長い鎖を有する直鎖状の脂肪アルコールである。
これらのＣ２ ０ － ６ ０ 脂肪アルコールは商業的に入手することができ、例えばニュー・フ
ェイズ・テクノロジー社（Ｎｅｗ　Ｐｈａｓｅ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ）からペルホ
ルマコール（Ｐｅｒｆｏｒｍａｃｏｌ（登録商標））３５０、ペルホルマコール（登録商
標）４２５、ペルホルマコール（登録商標）５５０及びペルホルマコール（登録商標）７
００、又はペトロライト社（Ｐｅｔｒｏｌｉｔｅ）からユニリン（Ｕｎｉｌｉｎ（登録商
標））３５０アルコール、ユニリン（登録商標）４２５アルコール、ユニリン（登録商標
）５５０アルコール及びユニリン（登録商標）７００アルコールが挙げられる。これらは
、非常に低い多分散指標（Ｍｐ ／Ｍｎ ≒１．１）を有するポリマーを得る重合方法で得ら
れる、非常に長い鎖を有する直鎖状アルコールの混合物である。それらの重量平均分子量
はおよそ３５０～１０００である。
【００１８】
本発明のメークアップ用耐移り性組成物において、揮発性の炭化水素系油は、組成物の全
重量に対して、一般的に５～９０重量％、好ましくは５～８０重量％、さらには１０～６
０重量％である。これらの炭化水素系油は、組成物中に存在する揮発相の１００％を占め
てもよい。
官能化合成ロウ（類）は、組成物の全重量に対して、一般的に５～３０重量％、好ましく
は８～２０重量％である。
【００１９】
揮発性炭化水素系油、特にＣ８ － １ ６ イソパラフィン、及び上述した官能化合成ロウの他
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にも、本発明の化粧品組成物の脂肪相は、上述したＣ２ ０ － ６ ０ の脂肪アルコール及び脂
肪酸以外の動物、植物又は合成由来の一又は複数のロウ、好ましくは３０℃、理想として
は４５℃を越える融点を有するものをさらに含有し得る。これらのロウは、とりわけ水素
化、ヒドロキシル化又はアセチル化されていてもよいラノリン、ミツロウ、鯨ロウ、ラノ
リンアルコール、ラノリン脂肪酸及びアセチル化ラノリンアルコール、カルナウバロウ、
キャンデリラロウ、カポックロウ、オーリクリーロウ（Ｏｕｒｉｃｕｒｙ　ｗａｘ）、ラ
イスワックス（ｒｉｃｅ　ｗａｘ）、水素化ホホバ油、アルファルファロウ、モクロウ、
コルク繊維ロウ又はサトウキビロウ、ココアバター、パラフィンロウ、亜炭ワックス、ペ
トロラタム（ｐｅｔｒｏｌａｔｕｍ）ロウ、ワセリン（ｐｅｔｒｏｌｅｕｍ　ｊｅｌｌｙ
）ロウ又はマイクロクリスタリンワックス、セレシン、オゾケライト、モンタンロウ、ポ
リエチレンロウ、フィッシャー－トロプシュの合成により得られるロウ、ステアリルアル
コール、セチルアルコール、飽和したＣ１ ０ － ４ ０ アルコールと飽和したＣ１ ０ － ４ ０ カ
ルボン酸との反応の結果得られる直鎖状のエステル類、ラノリン酸カルシウム又はステア
リン酸カルシウム及び硬化ヒマシ油、パーム油、ヤシ油、ヒマワリ油又はコプラ油から選
択される。
【００２０】
また、本発明の揮発性の炭化水素系油以外の一又は複数の付加的な揮発性溶媒をさらに含
有してもよい。これら付加的な揮発性溶媒の例としては、揮発性の環状シリコーン油、例
えばシクロメチコーン（Ｄ４ 、Ｄ５ 、Ｄ６ ）、揮発性の直鎖状シリコーン、例えばデカメ
チルテトラシロキサン（Ｌ４ ）、オクチルヘプタメチルトリシロキサン、オクタメチルト
リシロキサン（Ｌ３ ）、ヘキシルヘプタメチルトリシロキサン及び揮発性のフッ化油、例
えばノナフルオロメトキシブタン又はペルフルオロメチルシクロペンタンを挙げることが
できる。
これらの揮発性溶媒は、好ましくは揮発相の０～５０重量％である。
【００２１】
本発明の組成物は、非揮発性シリコーン及び／又は炭化水素ベース及び／又はフッ化油、
シリコーンガム及びシリコーンロウをさらに含有し得る。
【００２２】
本発明の組成物に使用可能な非揮発性のシリコーン油は、低粘度の油、例えば重合度が好
ましくは約６～２０００の直鎖状のポリシロキサンであり得る。例としては、１０ｍＰａ
．ｓを越える粘度を有するポリジメチルシロキサン（ＰＤＭＳ）、フェニルジメチコーン
、フェニルトリメチコーン、及びポリフェニルメチルシロキサン、及びそれらの混合物を
挙げることができる。
【００２３】
本発明の製品に使用可能なシリコーンガムは、５０００００ｍＰａ．ｓを越える粘度を有
する、２０００００～１００００００の範囲の高分子量のポリシロキサンであり得る。そ
れらは、ポリジメチルシロキサン又はポリフェニルシロキサン油等の溶媒との混合物とし
て、又は単独で使用することができる。
ガムは、最終成型製品中に、活性物質基準で０～２重量％、好ましくは０．１～１重量％
の割合で存在し得る。
【００２４】
本発明の組成物に使用可能なシリコーンロウは、置換された直鎖状のポリシロキサンであ
り得る。例えば、１６～４５の炭素原子を有するアルキル－又はアルコキシジメチコーン
及びポリエーテルシリコーンロウを挙げることができる。これらシリコーンロウは、最終
組成物に対して０～１８重量％、好ましくは２～１５重量％の割合で存在し得る。
【００２５】
本発明の組成物に使用可能な炭化水素系油は、植物、動物、鉱物又は合成由来の油である
。
本発明で使用可能な非揮発性炭化水素系油としては、特に：
－　動物由来の炭化水素系油、例えばペルヒドロスクワレン；

10

20

30

40

50

(5) JP 3582641 B2 2004.10.27



－　炭化水素系の植物性油、例えば４～１０の炭素原子を有する脂肪酸の流動トリグリセ
リド類、例えばヘプタン酸又はオクタン酸トリグリセリド、又はヒマワリ油、コーン油、
大豆油、マロー（ｍａｒｒｏｗ）油、グレープシード油、ゴマ油、ハゼルナッツ油油、ア
プリコット油、マカダミア油、ヒマシ油、アボカド油、カプリル酸／カプリン酸トリグリ
セリド、例えばステアリネリーズ・デュボア社（Ｓｔｅａｒｉｎｅｒｉｅｓ　Ｄｕｂｏｉ
ｓ）から販売されているもの、又はダイナミット・ノーベル社（Ｄｙｎａｍｉｔ　Ｎｏｂ
ｅｌ）からミグリオール（Ｍｉｇｌｙｏｌ）８１０、８１２及び８１８の名称で販売され
ているもの、ホホバ油又はカリテバター；
－　鉱物又は合成由来で、直鎖状又は分枝状の炭化水素、例えばワセリン、ポリデセン、
又は水素化ポリイソブテン、例えばパーリーム（ｐａｒｌｅａｍ）；
－　合成エステル及びエーテル、例えばＲ１ が６～２９の炭素原子を有する高級脂肪酸残
基を表し、Ｒ２ が３～３０の炭素原子を有する炭化水素系鎖を表す、式Ｒ１ ＣＯＯＲ２ の
油、例えばプルセリン油（ｐｕｒｃｅｌｌｉｎ　ｏｉｌ）、ミリスチン酸イソプロピル、
２－エチルヘキシルパルミタート、２－オクチルドデシルステアラート、２－オクチルド
デシルエルカート、イソステアリン酸イソステアリル、プロピオン酸アラキジル、２－オ
クチルドデシルベンゾアート；ヒドロキシル化エステル、例えば乳酸イソステアリル、ヒ
ドロキシステアリン酸オクチル、ヒドロキシステアリン酸オクチルドデシル、リンゴ酸ジ
イソステアリル、クエン酸トリイソセチル；ポリオールエステル、例えばプロピレングリ
コールジオクタノアート、ネオペンチルグリコールジヘプタノアート、ジエチレングリコ
ールジイソノナノアート及びペンタエリトリトールのエステル；
－　１２～２４の炭素原子を有する分枝状及び／又は不飽和の炭素系鎖を含有し、室温で
液状の脂肪アルコール、例えばオクチルドデカノール、２－ヘキシルデカノール、２－ブ
チルオクタノール、２－ウンデシルアンタデカノール（ｕｎｄｅｃｙｌａｎｔａｄｅｃａ
ｎｏｌ）、イソステアリルオレイルアルコール；それらの混合物；を挙げることができる
。
これらの非揮発性油は、好ましくは、全組成物の５～６０重量％の範囲の量で存在する。
【００２６】
言うまでもなく、耐移り性化粧品組成物は、それらの特徴的な化粧品特性を付与する活性
成分及び化粧品用アジュバントをさらに含有し得る。これらは、例えばサンスクリーン剤
、フリーラジカル捕捉剤、水和剤、ビタミン類、タンパク質、セラミド類、ｐＨ調節剤、
酸化防止剤、防腐剤、フィラー、顔料、染料、エモリエント、消泡剤、香料、界面活性剤
及び可塑剤である。
【００２７】
言うまでもなく、当業者であれば、本発明の化粧品組成物に固有の有利な特性が、考えら
れる添加により悪影響を受けないか実質的に受けないように留意して、上述した任意の付
加的な化合物（類）及びその量を選択するであろう。
【００２８】
本発明の組成物は、有利には、化粧品組成物に通常使用される顔料及び／又は真珠光沢剤
及び／又はフィラーを含み得る粒子相を、組成物の全重量に対して、一般的に０．０５～
３５％、好ましくは２～２５％の割合で含有する。このフィラーは、有色、白色又は無色
の組成物に付与される。
「顔料」という用語は、成型製品を着色及び／又は不透明にし、液状脂肪相に不溶で、白
色又は有色の有機又は無機粒子を意味すると理解すべきものである。「フィラー」という
用語は、無色又は白色、無機又は合成、ラメラ状又は非ラメラ状の粒子を意味すると理解
すべきものである。「真珠光沢顔料」という用語は、特にある種の軟体動物が貝の中で生
産している真珠光沢粒子、又は合成粒子を意味すると理解すべきものである。フィラーと
真珠光沢剤は、特に組成物のテクスチャを変化させる。
【００２９】
顔料は、最終組成物の重量に対して０．０５～２５％、好ましくは２～１５％の割合で組
成物中に存在する。本発明で使用可能な無機顔料としては、酸化チタン、酸化ジルコニウ
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ム又は酸化セリウム、及び酸化亜鉛、酸化鉄又は酸化クロム及びフェリックブルーを挙げ
ることができる。本発明で使用可能な有機顔料としては、カーボンブラック、及びバリウ
ム、ストロンチウム、カルシウム（ＤＣ　Ｒｅｄ　Ｎｏ．　７）及びアルミニウムのレー
キ類を挙げることができる。
【００３０】
真珠光沢顔料は、成型製品の全重量に対して０～２０％の割合、好ましくは１～１５％の
範囲の割合で組成物中に存在する。本発明で使用可能な真珠光沢顔料としては、酸化チタ
ン、酸化鉄、天然顔料又はオキシ塩化ビスマスで被覆されたマイカ、例えば有色の雲母チ
タンを挙げることができる。
【００３１】
フィラーは、組成物の全重量に対して０～３５％、好ましくは２～１５％の割合で存在す
る。特に、タルク、マイカ、シリカ、カオリン、ナイロン［特にオルガソール（Ｏｒｇａ
ｓｏｌ）］パウダー、ポリエチレンパウダー、テフロン、デンプン、窒化ホウ素、コポリ
マーのミクロスフェア、例えばエクスパンセル（Ｅｘｐａｎｃｅｌ）［ノーベル・インダ
ストリー社（Ｎｏｂｅｌ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅ）］、ポリトラップ（Ｐｏｌｙｔｒａｐ）
［ダウコーニング社（Ｄｏｗ　Ｃｏｒｎｉｎｇ）］、及びシリコーン樹脂のマイクロビー
ズ［例えば、トーシバ社のトスパール（Ｔｏｓｐｅａｒｌｓ）］を挙げることができる。
【００３２】
組成物は、界面活性剤、例えば一般的なアニオン性又は非イオン性の界面活性剤をさらに
含有し得る。界面活性剤は、組成物の重量に対して、好ましくは０．５～８重量％の割合
で存在する。
また、脂溶性の染料及び／又は水溶性の染料もさらに含有し得る。
【００３３】
本発明の化粧品組成物は、自重で流れないような固体状又はペースト状にすることができ
る。これらは無水組成物又はエマルションとすることができる。
【００３４】
もちろん、本発明で使用されるロウのカテゴリーの硬化特性が最も生かされる形態は、棒
状体又は皿に鋳込まれた形態である。従って、これが、本発明の好ましい実施態様である
。
【００３５】
本発明のメークアップ用又は手入れ用製品の製造方法は、化粧品において従来より使用さ
れている方法と異なってはおらず、当業者に全くよく知られているものである。
固体状の成型メークアップ用製品、例えば棒状口紅、固形ファンデーション又はコンシー
ラ、又は皮膚の着色又は保護用製品、コンパクトパウダー又はマスカラの「ケーキ」は、
例えば：
－　組成物の非揮発性成分を溶融して互いに混合し、
－　低温で揮発相を添加し、
－　このようにして得られた混合物を適切な形状の型に注入し、
－　室温まで冷却する、
ことにより製造される。
【００３６】
【実施例】
本発明を以下の実施例において詳細に記載する。
実施例１
イソドデカン＋ロウの組合せを含有する組成物の硬度評価
典型的には８５重量％のイソドデカン［プレスパース社のペルメチル（登録商標）９９Ａ
］と、その化学的性質が一つの棒状体から他のものへ変化する１５重量％のロウからなる
組成物から種々の棒状体を調製した。これら２つの成分を溶融して互いに混合し、適切な
円筒状の型に鋳込んで冷却することにより、棒状体を製造した。得られた棒状体の硬度を
、インデルコ－チャティロン社（Ｉｎｄｅｌｃｏ－Ｃｈａｔｉｌｌｏｎ）製のＤＦＧＨＳ
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２ダイナモメータ（ｄｙｎａｎｏｍｅｔｅｒ）を使用し、１００ｍｍ／分の運転速度で２
０℃で測定した。この条件下で、直径１２．７ｍｍの棒状体に、亀裂が入るのに必要な剪
断力（グラムで表す）として表した。
以下の表１には、使用された種々のロウの融点、溶解パラメータδｄ 及びδａ 、及び硬度
テストにより得られた結果を示している。
【００３７】
【表１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００３８】
これらの硬度テストの結果には、本発明のロウ、すなわち４．５～７．５Ｊ１ ／ ２ ／ｃｍ
３ ／ ２ のδａ パラメータを有するもののみが、十分な硬度の棒状体を作製できることが示
されている。
本発明で定義される範囲にある融点とδｄ パラメータを有していても、他のロウではあま
りに柔らかであるか、不相容性の問題が生じた。
【００３９】
実施例２
次に示す典型的な組成物を使用し、実施例１に示した方法で種々の棒状体を調製した：
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【００４０】
棒状体の硬度をレオ社（Ｒｈｅｏ）から販売されているＴＡ－ＸＴ２テクスチャー分析器
を使用し、２０℃で測定した。
硬度は、被験棒状体中に０．１ｍｍ／秒の速度で０．３ｍｍ深さまで直径５ｍｍのステン
レススチール製のシリンダーを挿入する間に測定される最大の力（ニュートン）とした。
得られた結果を次の表２にまとめた。
【００４１】
【表２】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００４２】
これらの結果には、本発明の合成ロウが、メークアップ用耐移り性製品のベースを構成可
能な複合組成物を十分に硬化させるのに対し、上述した範囲の溶解パラメータδａ を有し
ていない点で本発明のものではないロウでは、満足のいく機械的強度を有する組成物が付
与されないことが示されている。
【００４３】
実施例３
口紅
棒状形態である以下の耐移り性口紅Ａ、Ｂ及びＣを調製した：
【表３】
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【００４４】
組成物ＡとＢを比較すると、付与されるロウ含有量に対して、本発明の脂肪アルコールで
あるペルホルマコール（登録商標）５５０のみが棒状口紅に満足のいく硬度を付与してい
ることが示された。
本発明のものではないロウで、これに匹敵する硬度にするには、ロウの含有量をかなり増
加させる必要がある（組成物Ｃ）。しかしながら、ロウの含有量を増加させると、口紅の
棒状体としての化粧品特性が低下するようになる。特に、組成物Ａは組成物Ｃよりもかな
り滑らかで、あまり乾燥せず、均質なものであった。
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